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放
送
大
学
４
月
生
募
集
の

お
知
ら
せ

《
裁
判
員
制
度
》ま
も
な
く
名
簿

記
載
通
知
を
発
送
し
ま
す
！

■
新
規
採
用
職
員

（
平
成
27
年
10
月
１
日
付
）

◎
由
岐
病
院
理
学
療
法
士 

濵口和恵福田悟史

　

奨
学
金
の
返
済
困
難
者
に
適
切
な

救
済
制
度
を
周
知
し
、
法
的
整
理
や

訴
訟
対
応
に
つ
い
て
弁
護
士
が
助
言

を
与
え
、
個
別
ケ
ー
ス
を
救
済
す
る

必
要
性
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
徳
島
弁
護

士
会
で
は
、
左
記
の
要
領
に
お
い
て

全
国
一
斉
奨
学
金
問
題
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

　

是
非
こ
の
機
会
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

日
時　
11
月
18
日
(水)

　
　
　

午
後
２
時
〜
午
後
６
時

場
所　
徳
島
弁
護
士
会
館

相
談
方
法

電
話
相
談
の
み（
事
前
予
約
不
要
）

相
談
電
話
番
号（
０
１
２
０-

４

５
９-

７
８
３
）

担
当
弁
護
士　

２
名

対
象
と
な
る
相
談　
奨
学
金
問
題
に

関
す
る
相
談

そ
の
他　
無
料
法
律
相
談　

※
秘
密
厳
守
で
す
の
で
、
相
談
内
容

が
外
部
に
漏
れ
る
こ
と
は
一
切
あ

り
ま
せ
ん
。

お
問
い
合
せ
先

徳
島
弁
護
士
会

　

☎
０
８
８-

６
５
２-

５
７
６
８

　

放
送
大
学
で
は
、
平
成
28
年
度
第

１
学
期（
４
月
入
学
）の
学
生
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

　

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
等
の
放
送

や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

授
業
を
行
う
通
信
制
の
大
学
で
す
。

　

働
き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
を
卒
業

し
た
い
、学
び
を
楽
し
み
た
い
な
ど
、

様
々
な
目
的
で
幅
広
い
世
代
、
職
業

の
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。

　

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・

文
学
・
自
然
科
学
な
ど
、
幅
広
い
分

野
を
学
べ
ま
す
。

○
15
歳
以
上
の
方
な
ら
、
１
科
目
か

ら
学
習
す
る
選
科
履
修
生
・
科
目

履
修
生
と
し
て
入
学
で
き
ま
す
。

○
18
歳
以
上
の
大
学
入
学
資
格
を
お

持
ち
の
方
な
ら
、
学
力
試
験
は
な

く
、
全
科
履
修
生
と
し
て
入
学
で

き
、
４
年
以
上
在
学
し
て
124
単
位

以
上
を
修
得
し
、
卒
業
す
る
と
、

学
士（
教
養
）の
学
位
を
取
得
で

き
ま
す
。

○
ひ
と
つ
の
分
野
を
体
系
的
に
学
び

た
い
方
に
は
、「
放
送
大
学
エ
キ

ス
パ
ー
ト
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

出
願
期
間
は
第
１
回
は
２
月
29
日

ま
で
、
第
２
回
は
３
月
20
日
ま
で
。

　

資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま

す
。
お
気
軽
に
放
送
大
学
徳
島
学
習

セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

　

☎
０
８
８-

６
０
２-

０
１
５
１

　

e-m
ail  toku-sc@

ouj.ac.jp
※

放
送
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
受

け
付
け
て
お
り
ま
す
。

☆
裁
判
員
候
補
者
名
簿
が
で
き
る
ま

で
　

裁
判
員
候
補
者
名
簿
は
、
市
区
町

村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
選
挙
人
名

簿
か
ら
く
じ
で
無
作
為
抽
出
し
た
名

簿
を
基
に
、
全
国
の
地
方
裁
判
所
で

作
成
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
28
年
の
名
簿
に
登
録
さ
れ
る

人
数
は
、
全
国
で
約
22
万
９
千
２
百

人
で
す（
選
挙
人
名
簿
登
録
者
全
体

に
占
め
る
割
合
は
、
約
454
人
に
１

人
）。

☆
裁
判
員
候
補
者
名
簿
記
載
通
知
に

つ
い
て

　

平
成
28
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り

し
ま
す
。
こ
の
通
知
は
、
来
年
２
月

こ
ろ
か
ら
平
成
29
年
２
月
こ
ろ
ま
で

の
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ

き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、
あ

ら
か
じ
め
心
づ
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。
こ
の
段
階
で

は
、
ま
だ
具
体
的
な
事
件
の
裁
判
員

候
補
者
に
選
ば
れ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
す
ぐ
に
裁
判
所
に
お

越
し
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

ま
た
、
名
簿
記
載
通
知
と
併
せ
て

調
査
票
を
お
送
り
し
ま
す
。
こ
の
調

査
票
は
、
裁
判
員
候
補
者
の
方
の
事

情
を
早
期
に
把
握
し
、
調
査
票
の
ご

回
答
の
内
容
に
よ
り
、
１
年
を
通
じ

て
明
ら
か
に
辞
退
が
認
め
ら
れ
る
場

合
等
に
は
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ

く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
、
裁
判

員
候
補
者
の
方
々
の
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
に
お
送
り
す
る
も
の
で
す
の

で
、
お
尋
ね
す
る
項
目
に
当
て
は
ま

ら
な
い
方
は
、
返
送
し
て
い
た
だ
く

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

辞
退
の
申
し
出
が
で
き
る
時
期
や

期
間
等
に
何
ら
の
制
限
を
設
け
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
調
査
票
で
辞
退
を
申
し
出
な

か
っ
た
場
合
で
も
、
実
際
の
事
件
の

裁
判
員
候
補
者
に
選
ば
れ
た
際
に
お

送
り
す
る
質
問
票
で
辞
退
を
申
し
出

て
い
た
だ
く
こ
と
も
、
裁
判
の
当
日

（
選
任
手
続
時
）に
辞
退
を
申
し
出

て
い
た
だ
く
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

裁
判
員
制
度
に
ご
理
解
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。


